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１１１１ 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

(１）(１）(１）(１） 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関（当該申請に係る建築物が非居住

部分を有するものである場合にあっては、登録建築物調査機関。）が交付する適合

証の提出がある場合

アアアア 一戸建ての住宅 住戸１戸につき 4,500円

イイイイ 共同住宅等の住戸 戸数の区分に応じ、4,500円～167,000円

ウウウウ 非居住部分（人の居住の用以外の用途に供する部分。）を有しない共同住宅等の建

築物全体

(ｱ)(ｱ)(ｱ)(ｱ) 共用部分（人の居住のみの用に供するものに限る。）がある場合 戸数及び共

用部分の床面積の合計の各区分に応じ、18,200円～363,000円

(ｲ)(ｲ)(ｲ)(ｲ) 共用部分がない場合 戸数の区分に応じ、9,100円～167,000円

エエエエ 複合建築物の建築物全体（非居住部分を有する共同住宅等。）

(ｱ)(ｱ)(ｱ)(ｱ) 共用部分がある場合 戸数、共用部分の床面積の合計及び非居住部分の床面積

の合計の各区分に応じ、27,300円～559,000円

(ｲ)(ｲ)(ｲ)(ｲ) 共用部分がない場合 戸数及び非居住部分の床面積の合計の各区分に応じ、13,

600円～363,000円

オオオオ 非住宅建築物（非居住部分のみにより構成される建築物） 非居住部分の床面積

の合計の区分に応じ、9,100円～196,000円

カカカカ イ及びウの申請を同時に行う場合 ウにより算定した額

キキキキ イ及びエの申請を同時に行う場合 エにより算定した額

（２）（２）（２）（２） 適合証の提出がない場合

アアアア 一戸建ての住宅 住戸１戸につき 33,300円

イイイイ 共同住宅等の住戸 戸数の区分に応じ、33,300円～573,000円

ウウウウ 非居住部分を有しない共同住宅等の建築物全体

(ｱ)(ｱ)(ｱ)(ｱ) 共用部分がある場合 戸数及び共用部分の床面積の合計の各区分に応じ、173,

400円～1,063,000円

(ｲ)(ｲ)(ｲ)(ｲ) 共用部分がない場合 戸数の区分に応じ、67,400円～573,000円

エエエエ 複合建築物の建築物全体

(ｱ)(ｱ)(ｱ)(ｱ) 共用部分がある場合 戸数、共用部分の床面積の合計及び非居住部分の床面積

の合計の各区分に応じ、408,400円～1,945,000円



(ｲ)(ｲ)(ｲ)(ｲ) 共用部分がない場合 戸数及び非居住部分の床面積の合計の各区分に応じ、26

8,300円～1,455,000円

オオオオ 非住宅建築物 非居住部分の床面積の合計の区分に応じ、235,000円～882,000円

カカカカ イ及びウの申請を同時に行う場合 ウにより算定した額

キキキキ イ及びエの申請を同時に行う場合 エにより算定した額

２２２２ 法第54条第２項の規定による申出がある場合の低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対

する審査 １件につき１の額及び建築基準法に基づく確認の申請に対する審査に係る手数

料の額に相当する額を合算した額

３３３３ 認定低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

（１）（１）（１）（１） 法第54条第１項第１号に掲げる基準に係る部分の認定低炭素建築物新築等計画の変

更について、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証の提

出がない場合 １（２）に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の２分の１

に相当する額（その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

（２）（２）（２）（２） ３（１）に掲げる場合以外の場合 １（１）に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手

数料の額の２分の１に相当する額（その額に100円未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てた額）

４４４４ 法第55条第２項において準用する法第54条第２項の規定による申出がある場合の認定低

炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 １件につき３の額及び建築基準

法に基づく確認の申請に対する審査に係る手数料の額に相当する額を合算した額


